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○御嵩町移住支援補助金交付要綱 

令和６年３月29日 

訓令甲第14号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、都市部を中心とした人口集中地域の「生活・働く」に、地方

で「生活・働く」を選択肢として加え、御嵩町の将来を支える人を呼び込むとい

う視点から、岐阜県以外の都道府県（以下「県外」という。）から御嵩町内（以

下「町内」という。）に移住した者に、御嵩町移住支援補助金（以下「補助金」

という。）を交付することについて、御嵩町補助金交付規則（平成５年規則第４

号。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（令７訓令甲20・一部改正） 

（交付対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、交付申

請日の属する年度の４月１日時点で、交付対象者の年齢が39歳以下かつ交付対象

者を含む２人以上の世帯員を有しており、次の各号のいずれにも該当する者とす

る。 

(１) 次のいずれにも該当する移住をした者であること。 

ア 町内に住民票を移した日前５年間、県外に在住していたこと。 

イ 令和７年４月１日以降に町内に転入したこと。 

ウ 補助金の交付申請時において、町内への転入後１年以内であること。 

エ 補助金の交付申請の日から５年以上継続して町内に居住する意思があるこ

と。 

オ 町内への転入が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うも

のではなく、地方で生活し、働くことを自らの意思で選択して行われたもの

であること。 

(２) 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 次のいずれにも該当する就業者であること。 

(ア) 就業先が、法人、団体又は個人（以下「法人等」という。）で雇用保

険の適用事業所であること（法人等に勤務する場合であって、その勤務先

を変更せず、町内から勤務し、又は町内においてテレワークを行うときを

含む。）。 

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、補助金の交

付申請時において当該法人等に在職していること。 

(ウ) 法人等に、補助金の交付申請の日から５年以上継続して勤務する意思

を有していること（法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せ

ず、町内から通勤し、又は町内においてテレワークを行うときを含む。）。 

(エ) 就業先の法人等が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する風俗営業等を営む者でないこ

と。 

(オ) 就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でないこと又は反社会的
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勢力と関係を有していないこと。 

イ 次のいずれにも該当する起業者であること。 

(ア) 法人登記又は個人事業の開業の届出をしていること。 

(イ) 補助金の交付申請時において当該事業を実施していること。 

(ウ) 起業する事業が、公序良俗に反する事業でないこと。 

(エ) 起業する事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第２条に規定する風俗営業等でないこと。 

(３) 次のいずれにも該当する者であること。 

ア 移住元において、交付対象者を含む２人以上の世帯員が同一世帯に属して

いた者 

イ 補助金の交付申請時において、交付対象者を含む２人以上の世帯員が同一

世帯に属している者 

ウ 交付対象者と同一の世帯に属している者のいずれかが、令和７年４月１日

以降に町内に転入した者 

エ 交付対象者と同一の世帯に属している者のいずれかが、補助金の交付申請

時において転入後１年以内である者 

オ 交付対象者と同一の世帯に属している者が、いずれも暴力団等の反社会的

勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない者 

(４) 交付対象者及び同一世帯の者に御嵩町徴収職員取扱規則（平成20年規則第

47号）第２条に規定する町税等（以下「町税等」という。）の滞納がない者で

あること。 

(５) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 

(６) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者

等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。 

(７) その他町長が支給対象者として不適当と認めた者でないこと。 

（令７訓令甲20・一部改正） 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、25万円とする。 

（令７訓令甲20・一部改正） 

（交付の申請） 

第４条 補助金の申請をする者（以下「申請者」という。）は、御嵩町移住支援補

助金交付申請書（別記様式第１号）に別表に掲げる書類を添付して、町長に申請

しなければならない。 

（令７訓令甲20・一部改正） 

（交付決定の通知） 

第５条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、速やかに補

助金の交付の可否及びその額等を決定し、御嵩町移住支援補助金交付（不交付）

決定通知書（別記様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（令７訓令甲20・一部改正） 

（交付の条件） 
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第６条 補助金の交付決定には、次に掲げる条件を付するものとする。 

(１) 町が実施する移住定住施策への協力（各種移住定住に係る調査及びインタ

ビュー、セミナーの講師等）をすること。 

(２) 補助金の交付申請時から移住５年目までの各年、現況調査に応じること。 

（令７訓令甲20・一部改正） 

（補助金の交付請求） 

第７条 第５条の規定による交付決定を受けた者は、御嵩町移住支援補助金交付請

求書（別記様式第３号）により、町長に請求しなければならない。 

（令７訓令甲20・一部改正） 

（報告及び立入調査） 

第８条 町長は、必要があると認めるときは、交付対象者に対して報告をさせ、又

は立入調査を行うことができる。 

（交付決定の取消し及び返還請求） 

第９条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

御嵩町移住支援補助金交付決定取消通知書兼返還請求書（別記様式第４号）によ

り、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全額（第４号に該当する場合にあっ

ては、半額）の返還を請求することができる。ただし、就業先の法人等の倒産、

災害、病気その他やむを得ない事情がある場合で、町長が認めたときは、この限

りでない。 

(１) 虚偽の内容を申請したことが判明したとき。 

(２) 居住、就業又は起業の実態がないことが明らかになったとき。 

(３) 補助金の交付申請の日から３年未満に町外へ転出したとき。 

(４) 補助金の交付申請の日から３年以上５年以内に町外へ転出したとき。 

(５) 補助金の交付申請の日から１年以内に第２条第２号に掲げる要件を満たさ

なくなったとき（当該要件を満たさなくなった日から３か月以内に、再度当該

要件を満たす就業者又は起業者となった場合を除く。）。 

(６) 補助金の交付申請の日から５年以内に町税等の滞納が生じたとき。 

（令７訓令甲20・一部改正） 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町

長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年訓令甲第20号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

別表（第４条関係） 

区分 添付書類 

第2条第1号関係 写真付き身分証明書の写しその他提示により本人確認でき

る書類の写し 
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移住先（現住所）の住民票の写し（交付対象者を含む2人以

上の世帯全員の居住地が確認できるもの） 

移住前の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し（交付対

象者を含む2人以上の世帯員の移住前での居住地を確認でき

る書類） 

振込先口座の金融機関名、支店名、種別、口座番号及び口座

名義が分かる通帳等の写し 

第2条第2号（ア）関係 移住先における就業先の就業証明書（別記様式第5号） 

第2条第2号（イ）関係 事業の実施計画が確認できる書類（任意別記様式） 

営業証明書、開業届出済証明書等、事業を営んでいることを

証明する書類 

 


